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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第89期第１四半期連結累計期間については

潜在株式が存在しないため記載しておらず、第89期及び第90期第１四半期連結累計期間については１株当た

り四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４．「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)等を適用し、当第１四半期連結累

計期間より、「四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)」を「親会社株主に帰属する四半期純利益又は親

会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)」としております。 

  

回次 
第89期 

第１四半期 
連結累計期間 

第90期 
第１四半期 
連結累計期間 

第89期 

会計期間 
自  平成26年４月１日
至  平成26年６月30日

自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日 

自  平成26年４月１日
至  平成27年３月31日

売上高 (百万円) 20,723 14,790 61,225 

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 1,835 △598 △91 

親会社株主に帰属する四半期 
純利益又は親会社株主に帰属す
る四半期(当期)純損失(△) 

(百万円) 1,343 △905 △1,611 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,503 △995 2,208 

純資産額 (百万円) 110,108 108,811 109,807 

総資産額 (百万円) 120,460 118,338 120,105 

１株当たり四半期純利益金額 
又は四半期(当期)純損失金額
(△) 

(円) 6.88 △4.64 △8.26 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― － － 

自己資本比率 (％) 91.33 91.84 91.32 
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２ 【事業の内容】 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。 

(1) 経営成績の分析 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済においては、消費税増税後の影響は薄らぎつつも個人消費の持ち

直しは緩慢で、一部に不透明感を残しておりますが、政府による各種経済政策を背景に企業収益及び雇用環境は改

善しており、設備投資は持ち直しの動きも見られ、総じて緩やかな回復基調が継続しました。 

海外については、アジア経済において主に中国の景気減速が一層強まっておりますが、欧州経済では債務問題を

抱えつつも労働市場は改善傾向等にあり、米国経済においても設備投資に弱めの動きも見られますが個人消費は増

加傾向等、全体的に懸念材料を抱えながらも緩やかな回復傾向で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループの売上高・損益の大半を占めるニッケル事業の主需要先であるステンレス

鋼業界は、中国内需減速の影響等もあり国内外ともにばらつきが見られる稼働状況であり、一方で受注には底堅さ

が見られるものの、停滞基調での推移となりました。 

このような中、フェロニッケル需要は、国内外のステンレス鋼業界の動向を受け、市況回復材料の乏しい不透明

な推移となりました。 

フェロニッケル製品の主原料であるニッケル鉱石の価格は、インドネシア未加工鉱石禁輸に伴う鉱石供給懸念に

より、前連結会計年度に一時高騰した市況価格は落ち着いた動きとなりましたが、依然として原価高を招く状況が

継続しました。 

ニッケルのロンドン金属取引所(ＬＭＥ)における価格は、高水準が継続するニッケル在庫が供給過剰感を強め先

安感が増幅されました。原油等含めた商品市況は総じて軟調な動きでもあり、さらには欧州債務問題及び中国経済

減速懸念の高まり等も影響し、低調な推移となりました。 

その中で、当社のフェロニッケル販売数量は、前連結会計年度は生産設備である電気炉一基改修による生産数量

減のため在庫数量が低水準であったため、改修後設備本稼働となった当第１四半期連結累計期間は在庫数量の一部

積み増しに対応した販売数量としたことにより、前年同四半期と比べ国内向け・海外向けともに減少し、全体では

前年同四半期比21.3％の減少となりました。 

販売価格は、フェロニッケル製品の価格形成の指標となる当社適用平均為替レートは前年同四半期比18.3％の円

安となりましたが、当社適用ＬＭＥニッケル価格は前年同四半期比23.2％の下落となり、価格安となりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は14,790百万円、前年同四半期比28.6％の減収となりまし

た。損益につきましては、営業損失は1,842百万円（前年同四半期営業利益937百万円）、主に持分法による投資利

益981百万円を計上した経常損失は598百万円（前年同四半期経常利益1,835百万円）、親会社株主に帰属する四半

期純損失は905百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純利益1,343百万円）となりました。 
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セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

  

①ニッケル事業 

ニッケル事業についての業績は、「(1) 経営成績の分析」に記載のとおりであります。 

その結果、当部門の売上高は14,331百万円、前年同四半期比29.7％の減収、営業損失は1,814百万円（前年同四

半期営業利益958百万円）となりました。 

  

②電力卸供給事業 

電力卸供給事業につきましては、予定された稼働等でしたが、東北電力との電力受給契約満了・更新時期に関連

して設備償却費用等が増加したことに伴い、損失となりました。 

その結果、当部門の売上高は225百万円、前年同四半期比2.4％の減収、営業損失は１百万円(前年同四半期営業

利益12百万円)となりました。 

  

③その他 

その他の事業部門につきましては、不動産事業の土地販売に伴う売上計上はありましたが、環境事業の受注等が

不振であったため、損失計上となりました。 

その結果、当部門の売上高は287百万円、前年同四半期比79.8％の増収、営業損失は34百万円(前年同四半期営業

損失55百万円)となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

①資産の部 

資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,766百万円減少し、118,338百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、当社フェロニッケル製品の在庫積み増しに伴うたな卸資産の

増加等はありましたが、電気炉改修後の設備本稼働に伴う原材料及び貯蔵品の購入増による支出及び有形固定資産

の取得による支出等により現金及び預金は減少し、その他要因も含め前連結会計年度末に比べ1,062百万円の減少

となりました。 

固定資産においては、持分法による投資利益計上等に伴う投資有価証券の増加等はありましたが、有形固定資産

における定期更新工事等の投資額が減価償却額を下回ったことによる減少等により、前連結会計年度末に比べ704

百万円の減少となりました。 

  

②負債の部 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ771百万円減少し、9,526百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末において、設備投資等に伴う流動負債その他に含まれる設備未払金の減少等によ

り、流動負債が前連結会計年度末に比べ777百万円の減少となりました。 

固定負債においては、持分法適用関連会社の留保利益に係る繰延税金負債の増加等により、前連結会計年度末に

比べ６百万円の増加となりました。 

  

③純資産の部 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ995百万円減少し、108,811百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末において、株主資本は親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等により871百万

円の減少及びその他の包括利益累計額はその他有価証券評価差額金の減少等により125百万円の減少並びに非支配

株主持分は１百万円の増加となりました。 
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 

(a) 基本方針の内容の概要 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価

値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると

考えております。 

もとより当社は、株式の大量買付であっても、これらの当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであ

れば、これを否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断

は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付

の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取

締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するため

の十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために

買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありませ

ん。 

当社としては、当社の企業価値の源泉は、①フェロニッケル専業メーカーとしての独自の製錬技術、及びそ

れを支える個々の従業員の技術・ノウハウ等、②生産設備や個々の従業員の能力等に基づく高い生産性、③フ

ェロニッケルの販売先及び原料調達先等との信頼関係等にあると考えております。当社株式の大量買付を行う

者がこれらの当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に確保し、向上させられる者でない場合には、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

そして、当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務

及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ

相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えてお

ります。 

(b) 基本方針実現のための取り組みの内容の概要 

①基本方針の実現に資する特別な取り組み  

当社は、平成25年度から同27年度までを計画期間とする中期経営計画「ＰＡＭＣＯ－２７」を策定し、平成

25年3月28日付で公表いたしました。 
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かかる中期経営計画において、当社は、①ニッケル資源調達の長期安定化、②販売取引先との連携強化及び

販路拡大、③設備投資及び生産・操業効率の向上と安定化・環境対策、④安全衛生対策の充実及び⑤コンプラ

イアンス・内部統制の充実に取り組み、さらなる企業価値・株主共同の利益の向上を目指しております。 

かかる中期経営計画に定められた諸施策を実行することで、経営の一層の強化、安定化を図り、高収益性を

維持・実現することを目標としております。 

利益配当金については、中期経営計画において、当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつ

として位置づけており、企業体質の充実・強化を図りつつ、連結配当性向30％を目処に実施してまいります。

また、内部留保金につきましては、経営環境の変化に機能的に対応するとともに、資源確保、新技術の開

発、設備投資及び資本政策の一環としての自己株式取得等に活用してまいります。 

当社は、透明性の高い公正な経営を実現すべく、取締役の任期を１年とし、独立性のある社外取締役を選任

することにより経営に対する監視機能の強化を図っております。また、意思決定の迅速化による事業環境変化

への対応力強化を図るため執行役員制度を導入しております。 

監査役につきましては、社外監査役３名を含む４名により監査役会を構成し、取締役会等の重要な会議に出

席する等、取締役の職務執行の監査を行っております。さらに、内部統制委員会や取締役会直属の監査室の設

置等により内部統制の強化も図っております。 

②基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取り組み 

当社が、平成25年４月30日付取締役会決議及び同年６月27日付第87回定時株主総会の決議に基づき更新した

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の概要は、下

記のとおりです。 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するために、当社株式に対す

る大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる

大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を

行うこと等を可能とし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的としておりま

す。本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求め

る等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。 

買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合

に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。 

買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等

による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに

新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新

株予約権無償割当ての方法により割り当てます。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行

使または当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する

当社の議決権割合は大幅に希釈化される可能性があります。 
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当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役

の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等から構成される特別委員会を設置し、その

客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、

株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することがあります。 

こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保することと

しております。 

本プランの有効期間は、原則として、平成25年６月27日開催の第87回定時株主総会の終結後３年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。 

(c) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

上記の中期経営計画「ＰＡＭＣＯ－２７」、コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価

値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに

当社の基本方針に沿うものです。 

また、本プランは、上記のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入された

ものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、①株主総会において株主の承認の下に更新された

ものであること、②一定の場合には株主の皆様の意思を確認する仕組みが設けられていること、③その内容と

して対抗措置の発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、④独立性のある社外取締役等によっ

て構成される特別委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必

要とされていること、⑤特別委員会は専門家を利用することができるとされていること等により、その公正

性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではありません。 

  

(4) 研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間の研究開発活動の総額は41百万円であります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。  

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。  

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。  

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 500,000,000 

計 500,000,000 
 

種類 
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成27年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成27年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 195,770,713 195,770,713 
東京証券取引所 
市場第一部 

単元株式数：1,000株 
完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。 

計 195,770,713 195,770,713 ― ― 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成27年４月１日～ 
平成27年６月30日 

─ 195,770 ─ 13,922 ─ 3,481 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

① 【発行済株式】 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式18,000株(議決権数18個)が含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式125株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

  

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

 

      平成27年６月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ─ ― ─ 

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─ 

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─ 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

611,000 
― ─ 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

194,390,000 
194,390 ─ 

単元未満株式 
普通株式 

769,713 
― ─ 

発行済株式総数 195,770,713 ― ― 

総株主の議決権 ― 194,390 ― 
 

    平成27年６月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
大平洋金属株式会社 

東京都千代田区大手町 
一丁目６番１号 

611,000 ─ 611,000 0.31 

計 ― 611,000 ─ 611,000 0.31 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 30,994 29,594 

    受取手形及び売掛金 8,165 8,384 

    商品及び製品 3,738 4,007 

    仕掛品 350 321 

    原材料及び貯蔵品 4,404 5,227 

    繰延税金資産 6 3 

    その他 2,936 1,994 

    貸倒引当金 △4 △4 

    流動資産合計 50,591 49,529 

  固定資産     

    有形固定資産     

      機械装置及び運搬具（純額） 20,667 19,551 

      その他（純額） 19,133 18,967 

      有形固定資産合計 39,800 38,518 

    無形固定資産     

      ソフトウエア 21 33 

      その他 7 7 

      無形固定資産合計 29 41 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 24,549 25,379 

      その他 5,159 4,895 

      貸倒引当金 △25 △25 

      投資その他の資産合計 29,683 30,249 

    固定資産合計 69,513 68,809 

  資産合計 120,105 118,338 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,386 1,818 

    短期借入金 77 － 

    未払費用 1,679 1,804 

    未払法人税等 91 25 

    賞与引当金 248 64 

    その他 2,378 1,371 

    流動負債合計 5,862 5,084 

  固定負債     

    退職給付に係る負債 591 599 

    再評価に係る繰延税金負債 1,347 1,331 

    繰延税金負債 2,319 2,335 

    その他 177 175 

    固定負債合計 4,435 4,442 

  負債合計 10,298 9,526 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 13,922 13,922 

    資本剰余金 3,481 3,481 

    利益剰余金 85,850 84,979 

    自己株式 △411 △411 

    株主資本合計 102,842 101,971 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 4,718 4,646 

    土地再評価差額金 1,383 1,348 

    為替換算調整勘定 917 886 

    退職給付に係る調整累計額 △182 △170 

    その他の包括利益累計額合計 6,836 6,711 

  非支配株主持分 128 129 

  純資産合計 109,807 108,811 

負債純資産合計 120,105 118,338 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 20,723 14,790 

売上原価 18,247 15,693 

売上総利益又は売上総損失（△） 2,475 △902 

販売費及び一般管理費     

  販売費 714 564 

  一般管理費 823 374 

  販売費及び一般管理費合計 1,537 939 

営業利益又は営業損失（△） 937 △1,842 

営業外収益     

  受取利息 6 5 

  受取配当金 65 296 

  不動産賃貸料 16 16 

  持分法による投資利益 892 981 

  その他 22 45 

  営業外収益合計 1,004 1,346 

営業外費用     

  外国源泉税 14 81 

  支払利息 3 0 

  設備賃貸費用 7 6 

  為替差損 61 － 

  その他 20 14 

  営業外費用合計 106 102 

経常利益又は経常損失（△） 1,835 △598 

特別利益     

  固定資産売却益 － 1 

  投資有価証券売却益 － 0 

  特別利益合計 － 1 

特別損失     

  固定資産除却損 388 6 

  特別損失合計 388 6 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

1,446 △603 

法人税、住民税及び事業税 237 14 

法人税等調整額 △141 286 

法人税等合計 95 301 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,350 △904 

非支配株主に帰属する四半期純利益 7 1 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△） 

1,343 △905 
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,350 △904 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 1,457 △78 

  退職給付に係る調整額 31 5 

  持分法適用会社に対する持分相当額 △336 △18 

  その他の包括利益合計 1,152 △90 

四半期包括利益 2,503 △995 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 2,496 △996 

  非支配株主に係る四半期包括利益 7 1 
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【注記事項】 

(会計方針の変更) 

  

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。)等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的

な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準44－５項(４)及び事業

分離等会計基準57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。 

  なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

  
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  

(株主資本等関係) 

前第１四半期連結累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日) 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日) 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの 

該当事項はありません。 

  

  
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
至 平成27年６月30日) 

減価償却費 1,808百万円 1,454 百万円 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、不動産事業、ガス事業、廃棄物

リサイクル事業であります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額21百万円には、セグメント間取引消去７百万円、たな卸資産の調整額11百

万円及びその他の調整額２百万円が含まれております。 

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

          (単位：百万円) 

  
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

ニッケル 
事業 

電力卸供給
事業 

計 

売上高               

  外部顧客への売上高 20,387 230 20,618 104 20,723 － 20,723 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

0 － 0 55 55 △55 － 

計 20,387 230 20,618 160 20,778 △55 20,723 

セグメント利益又は 
損失（△） 

958 12 971 △55 916 21 937 
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、不動産事業、ガス事業、廃棄物

リサイクル事業であります。 

２ セグメント損失の調整額７百万円には、セグメント間取引消去７百万円、たな卸資産の調整額△１百万円及

びその他の調整額１百万円が含まれております。 

３ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

 

          (単位：百万円) 

  
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

ニッケル 
事業 

電力卸供給
事業 

計 

売上高               

  外部顧客への売上高 14,331 225 14,556 234 14,790 － 14,790 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

0 － 0 53 53 △53 － 

計 14,331 225 14,556 287 14,844 △53 14,790 

セグメント損失（△） △1,814 △1 △1,815 △34 △1,849 7 △1,842 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期連結累計期間については潜在株式が存

在しないため記載しておらず、当第１四半期連結累計期間については１株当たり四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

 

項目 
前第１四半期連結累計期間
(自  平成26年４月１日 
至  平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日) 

１株当たり四半期純利益金額又は 
 四半期純損失金額(△) 

6.88円 △4.64円 

(算定上の基礎)     

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社
株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) 

1,343 △905 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半
期純損失金額(△)(百万円) 

1,343 △905 

普通株式の期中平均株式数(千株) 195,177 195,158 
 

― 19 ―



２ 【その他】 

第89期(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)配当については、平成27年４月30日開催の取締役会におい

て、これを行わない旨を決議いたしました。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
  

平成27年８月12日

大平洋金属株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大平洋金属株式

会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大平洋金属株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

  

有限責任 あずさ監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  西  野  聡  人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士  小  池  伸  城 
 

  

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年８月12日 

【会社名】 大平洋金属株式会社 

【英訳名】 Pacific Metals Co., Ltd.  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  佐 々 木  朗 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長佐々木朗は、当社の第90期第１四半期（自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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